
患者さんへ 

セカンドオピニオンのご案内 
 

 

１．セカンドオピニオンの目的 

セカンドオピニオンとは、病気の診断や治療方法について、他の医師の意見を求めることをいいます。 

他の医師の意見を聞くことにより、自分の病気の診断・治療への納得や、治療についての決断ができ、

今まで以上に安心・納得して以後の治療に取り組むことができます。また、新たな検査や治療は行いま

せん。 

  □当院以外の医療機関に受診している患者に対して、当院の医師が診療内容や治療方針に関して専

門的立場から意見や判断を提供し、患者自身の治療に際して参考にしてもらうこと。 

  □当院受診中の患者で、他の医療機関の専門医の意見や判断を求めて、治療の選択の参考にしても

らうこと。 

 

２．セカンドオピニオンの相談内容 

 （１）患者さんの治療・診断に関する事に限られます。 

 （２）医療訴訟・医療費に関する相談には応じられません。また、治療・検査等の医療行為は行いま 

せんので、予めご了承ください。 

 （３）セカンドオピニオンを受けられた後は、ご紹介元の医療機関にお戻りいただき、今後の治療に 

ついて改めてご相談いただくことになります。 

  （４）セカンドオピニオン担当医師より、ご紹介元医療機関宛に、ご相談内容についての情報提供を 

文書によりさせていただきます。 

 

３．当院のセカンドオピニオンをご希望の方へ 

（１）セカンドオピニオンを受けることができる方 

  □患者さんご本人及びご家族（精神保健福祉法で規定される家族。三親等以内の親族。親族以外

の患者の代理人・後見人を含む。）の方 

  □ご家族のみでお受けになる場合には、患者さんの同意が必要です。その場合には、相談同意書

（様式 2）を記載の上ご提出いただきます。 
  

  （２）セカンドオピニオンの相談(受診)日・時間及び料金 

  □相談日は、月曜日から金曜日（祝日を除く）の診療時間内となります。 

   受診時間はこちらで設定します。相談日時が決まりましたら、相談者へ連絡いたします。 

   なお、相談日の決定には必要な書類を受領後２～３日を要します。 

    □健康保険の適用にはなりません。相談者の全額自己負担となります。 

    □相談時間は原則１時間以内で、相談にかかる料金は 11,000円（税込）です。 

     なお超過が必要な場合は 30分までとし、5,500円（税込）の追加料金を頂戴いたします。 

    □ご相談後に、会計窓口でお支払いください。 

 

 



 

  （３）セカンドオピニオンに必要なもの 

【事前にご提出いただくもの】 

  □現在診療を受けている医療機関の紹介状、処方内容、検査結果等 

  □セカンドオピニオン相談申込書（様式１） 

  □セカンドオピニオン相談同意書（様式２）※相談者がご家族のみの場合も必要です。 

【当日の受付手順とご持参いただくもの】 

 □相談(受診)日には、予定時間の 15分～20分程前に「総合受付窓口」へお越しください。その際

に、「セカンドオピニオンでの受診」とお申し出ください。 

□本人を証明するもの（マイナンバーカード、運転免許証等） 
  

（４）担当医師 

    □内容を検討の上、疾病に応じた専門医師が対応させていただきます。 
 

（５）お申込み方法 

  ①ご相談は予約制となっております。先ずは電話でのお問い合わせいただくか、当院の「患者サ 

ポート相談窓口」にてお申込みをお願いします。    

    ②受付担当者がお話を伺い、お受けできる場合は、相談に必要な手続き等について説明させてい 

ただきます。 

    ③受付時間 平日８時３０分から１７時００分まで 
 

  （６）注意事項 

    □現在診療を受けている医療機関の主治医からの情報や検査資料等の提供が無い場合には一般的 

なお話しかできず、有効なセカンドオピニオンは提供できません。 

    □患者本人が死亡又は治療が終了している場合は相談に応じられません。 

    □治療後の残存症状に関する相談には応じられません。 

    □相談内容に対応できる専門医師が当院にいない場合には相談に応じられません。 

    □自由診療と保険診療の混合診療は禁止されていますので、セカンドオピニオン相談当日には、 

当院での一般外来の受診はできません。 

     

４．他院へのセカンドオピニオンをご希望の方へ 

（１）他院でのセカンドオピニオンを受けることができる方 

    やわたメディカルセンターでは、患者さんが納得した上で医療を受けていただくことを目的とし 

て、ご希望のすべての患者さんの他院へのセカンドオピニオンに積極的に対応しています  
   

（２）他院へのセカンドオピニオンの手順 

    □当院の主治医に「他院でセカンドオピニオンを希望する」旨をお申し出ください。 

    □後日、ご希望の医療機関宛に紹介状を作成し、必要な資料と共にお渡しいたします。 
 

 （３）他院へのご予約の方法 

    □医療機関ごとに予約方法が異なりますので、先方の医療機関にご確認をお願いします。 

     当院からの予約が必要な医療機関につきましては、速やかに予約手続きをいたします。 
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